
市からのお知らせI n fo r m a t i o n市民の広場
C o m m u n i c a t i o n

省略記号　時 �–とき　所–ところ　内–内容　対–対象　講–講師　定–定員　費–参加費　持–持ち物　締–申込締切

お知らせ

8月6日執行
勝山市議会議員選挙
立候補予定者説明会

　8月31日任期満了に伴う、第18
回勝山市議会議員選挙の立候補予
定者説明会を開催します。
時6月28日㈬午後2時～所市役所
3階第2・第3会議室
申・問勝山市選挙管理委員会
☎88－1116

あなたの家の火災警報器は
大丈夫？

　住宅用火災警報器の寿命は10年
が目安とされています。�本体に記
載されている製造年などを確認
し、寿命が経過したものは交換し
ましょう。
問 消防署　☎88－0400

計量器（はかり）定期検査

時6月23日㈮・26日㈪①午前10
時～正午②午後1時～ 3時所市民
会館内取り引き・証明に使う計量
器の定期検査（2年に1回）費250円
～ 3,100円
問 商工文化課　☎88－8105

池ヶ原湿原保全活動

時6月18日㈰午前9時30分～ 11
時30分（午前9時�受付開始）所

池ヶ原湿原駐車場集合内外来種の
オオハンゴンソウの除去とハンノ
キの樹皮の切り落とし作業持汚れ
てもいい服装(長袖、長ズボン）、
帽子、軍手、雨合羽、飲み物、タ
オル　※お子様の参
加可能
問 �福井県自然保護セ

ンター
☎67－1655

普通救命講習 受講者募集

　大切な人が急に倒れた時、その
人の命を救うことができるのは、
そばにいるあなたです。
　開催日を増やして実施していま
す。この機会にぜひ受講ください。
時毎月第１・２・３土曜日…e-ラー
ニング（実技のみ２時間）、毎月最
終日曜日…普通救命講習（座学を
含めた３時間）所消防署※受講前
に消防署までお問い合わせくださ
い
申・問消防署☎88－0400

わくわく合宿体験 
ボランティア募集

時6月30日㈮午後3時～ 7月1日㈯
午後2時（都合がよい時間）所村岡
まちづくり会館対子ども好きで、
レクリエーションの企画などに興
味がある方、先生を目指している
方など締6月26日㈪
※交通費は支給します
申・問村岡まちづくり会館
☎88－0366
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。
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取
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納
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困
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保
険
料
を
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ま
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っ
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お
く

と
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各
基
礎
年
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老
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障
害
・
遺
族
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を
受
け
取
る
た
め
の
受
給
資
格
期
間
や
受

給
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ず
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受
け
取
れ
な

い
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合
が
あ
り
ま
す
。
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保
険
料
の
免
除
、
納
付
猶
予
や
学
生
納

付
特
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学
特
）を
受
け
た
期
間
は
、
受

給
資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
が
、
老
齢

基
礎
年
金
の
受
給
額
は
保
険
料
を
全
額

納
め
た
と
き
に
比
べ
、
減
少
し
ま
す
。
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な
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予
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給
年
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な
り
ま
す
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通
常
、納
付
期
限
は
2
年
以
内
で
す
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免
除
・
猶
予
等
を
受
け
た
期
間
は
、
10
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以
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あ
れ
ば
あ
と
か
ら
納
め
る
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追
納
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追
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せ
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健
康
へ
の
意
識
や
医
療
費
負
担
の
し
く

み
に
関
心
や
理
解
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た

め
、「
医
療
費
通
知
」を
年
６
回
送
付
し
て

い
ま
す
。「
医
療
費
通
知
」に
は
、
通
知
該

当
月
に
国
民
健
康
保
険
で
受
診
し
た
病

院
・
薬
局
の
受
診
状
況
な
ど
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
受
診
状
況
を
振
り
返
り
、
今

後
の
健
康
づ
く
り
に
活
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
確
定
申
告
で
医
療
費
控
除
の
申

告
の
際
に
添
付
す
る
領
収
書
と
併
せ
て
医

療
費
通
知
も
活
用

で
き
ま
す
。
医
療

費
通
知
は
再
発
行

で
き
ま
せ
ん
の

で
、
大
切
に
保
管

く
だ
さ
い
。

総医療費や一部負担金額など、いくら支払ったかを記
載（ベッド差額代など保険診療外のものは含みません）

病院ごとの日数
（薬局は回数）を
記載

各基礎年金（老齢・障害・遺族）
年金の受給
資格期間

全額納付
全額免除
３／４免除
半額免除
１／４免除
納付猶予・学特
保険料未納

○
○
○
○
○
○
×

受給年金額への反映
（受け取れる年金額の割合）

満　額

×（年金額に計算されない）
×

8分の 4
8分の 5
8分の 6
8分の 7
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